


発酵しない浅漬け。
低温管理を徹底し、
洗浄・殺菌も十分に。

クレームの内容を
分類、整理して
改善の手がかりに。

管出血性大腸菌O157は家畜・家禽の中でも
牛を中心にそのほか、羊やヤギが保有して

います。農水省の調査では全国の農場で飼われて
いる牛のうち約10％がO157を保有しており、そう
した牛を飼育している農場は30％ほどになっていま
す。また、ウサギやシカなど農場に出入りする動
物が保有することもあります。
　さて、昨年8月に北海道の高齢者施設等で白菜の
浅漬けによるO157の食中毒が起きました。浅漬け
を製造していた工場では、汚染区域と非汚染区域
が区分されておらず、どの工程でも微生物による
汚染の可能性がありました。また、白菜を殺菌す
る際、次亜塩素酸ナトリウム液の調整を目分量で
行っていたため、濃度が一定でなく、適切な殺菌
が実施されていなかった可能性もあります。ほか
にも器具類の洗浄、殺菌方法に不備があったり、
床に直置きした給水ホースをそのまま使って樽に
給水するなど、衛生管理の基本ができていません
でした。
　ただ、残念なことに、どこで汚染されたかは分
かっていません。汚染源は野菜かもしれません
し、作業従事者が保菌していたのかもしれませ
ん。損傷状態のO157のため選択寒天培地では検出
できなかった可能性もあります。原因が分からな
いのでポイントを絞った対策ができないのです。
　いろいろ文献を調べてみると、キュウリの漬物
ではpHが下がるとO157は減少することが分かりま
す。とはいえ、浅漬けの多くは漬物というより、
和え物ですから、発酵しませんのでpHが下がりま
せん。また、白菜漬けなどでは温度条件によって
は増殖するというデータもあります。
　北海道の事件以外にも、野菜の浅漬けによる
O157食中毒事件は何度か起きています。これら
を受けて厚労省では衛生規範を見直しました。そ

の要点は「製造時には可能な限り低温で取り扱う
こと」「原材料は飲用適の水を用い、流水で十分
洗うこと」「半製品の保管や漬け込みの際は低温
（10℃以下）で管理し、確認した温度を記録するこ
と」といった内容です。

　浅漬けなどの原料となる野菜がO157で汚染される
原因は、家畜の糞尿が混ざりこんだ堆肥や灌漑用水で
す。堆肥は発酵が不完全な場合、菌は死滅しません。
また、カラスを媒介として堆肥中に菌が持ち込まれる
こともあります。食品工場や調理室における対策、流
通時の二次汚染防止対策はもちろん、生産（農場）段
階からの対策が必要ですし、生食用の野菜を育てる畑
の安全性を確保する基準も必要ではないでしょうか。
　水耕栽培についても、農水省は「種子を床に直置き
せず、密封した容器に保管する」「衛生的な水で、す
すいだ水が透明になるまですすぐ」「適正な濃度の抗
菌剤で、大量の水で撹拌して除菌する」といった衛生
管理指針を示しています。
　野菜工場や学校給食の調理場では野菜に付着してい
る異物や有害微生物をできる限り減らして、非汚染作
業区に渡すことが重要です。そのためには3槽シンク
での流水による洗浄が有効です。ただし、野菜を入
れ過ぎると十分に洗浄できませんので注意してくださ
い。
　最後に食品微生物検査法のあり方について少し説明
しておきます。日本では平成17年に専門家らによる標
準試験法検討委員会が設立され、食品の微生物試験の
方向性を検討しています。サルモネラやカンピロバク
ター、黄色ブドウ球菌は既に標準法が確立しており、
その他の進行状況も含め、国衛研のホームページで公
開されていますので、ご参照ください。

ずは食の安全・安心という言葉について整理
したいと思います。「安全」は根拠が明確

で、立証されてなければいけません。そこには、
賞味期限・消費期限の決定や有害微生物の制御方
法、危険異物の除去方法、化学物質の汚染管理方
法といった要素が含まれます。一方、「安心」と
いうのはコミュニケーションであり、安全性の
裏付けとなる記録、証拠をきちんと情報提供でき
ることが重要です。食品を製造、販売する企業に
とっては安全性が科学的に担保されつつ、その安
全に対する考え方や情報を提供することが大前提
となるのです。
　ところで、品質管理の基本業務にはとても大切
な5つの要があります。それは、「クレーム管理」
「衛生管理」「検証・検査」「品質系情報管理」
「マネジメント」です。これらが有機的に連携す
ることで品質管理が徹底されます。
　このうちクレームへの対応というのはお客様と
の大切な信頼関係を築くための特別な営業活動であ
り、誠実に、迅速に、的確に対処すべきです。そし
て、対応のあり方はもちろんですが、クレーム履歴
の分析が大切です。なぜならクレームを検証、分析
した結果は、自分たちのウイークポイントや商品の
改善点を見つける手がかりになるからです。
　二次クレームの発生原因として3つの例を挙げて
みます。1つ目は企業のトップ自らが犯した間違っ
た施策を是正する者がいないケースです。2つ目は
企業のトップが消費者対応を軽視しているケース
です。この場合、次第に苦情が経営者に届かなく
なってしまいます。3つ目は中間管理職の方によっ
て情報が途中で抹殺されてしまうケースですので
注意してください。
　クレームの内容は3段階に格付けして分類、対応
します。最も軽微なレベル1は営業担当が個別対応

で解決できるクレームです。レベル2は工場へ行っ
て検査したり、仕様書を確認したりして、科学的
な再発防止策をしっかりと立てなければいけない
クレームです。最も重篤なレベル3は品質管理部門
が判断するのではなく、トップの判断が必要とな
るクレームです。同時に、クレームは異物混入や
異味・異臭、腐敗など現象別に分類すべきです。
こうした情報が対策を講じたり、製造工程を改善
したりするのに役立つのです。

　衛生管理手法としてはHACCPが有効ですが、原材
料受け入れの際、その原材料が想定外のリスクを持っ
ていれば、従来通りのHACCPプランではコントロー
ルできません。ですから、受け入れる原材料につい
て、有害微生物、物理的危害（異物等）、ケミカルハ
ザード（食品添加物等）といったものが、あらかじめ
決められた許容範囲内であるかどうかを定期的に科学
的に検証する必要があります。
　また、農水省が中心となって進めているFCP（フー
ド・コミュニケーション・プロジェクト）という取り
組みの一環として、さまざまな製造品目、規模の工場
に対応可能な監査項目を取りまとめています。この監
査項目はFCPのホームページからダウンロードできま
すので、工場点検の際にはぜひ活用して、チェックし
てみてください。
　品質管理の仕事がうまくいかないという場合は、か
かわる人や監督する人が胸襟を開いて、さまざまな事
情や都合をしっかりと受け止めて問題解決に向き合う
ことが必要でしょう。組織の問題もあれば、個人の能
力ややる気の問題もあります。どうしてもうまく回ら
ない場合は、外部からアドバイザーを入れるのも一つ
の手です。アドバイザーを入れると事実が客観的に公
正に解釈されて改善が進みやすくなります。
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